
決議案第１号

特別委員会の定数及び調査事項に関する決議

１ 産炭地域振興・エネルギー問題調査特別委員会（平成27年５月20日設置）の委員定数

「16人」を「17人」とする。

２ 新幹線・総合交通体系対策特別委員会（平成27年５月20日設置）の委員定数「18人」

を「17人」とし、調査事項中(2)を(3)とし、(1)の次に次のように加える。

(2) 道内空港の運営に係る民間委託に関すること。


